
貯⽔槽の種類

受⽔槽の有効容量が10⽴⽅メートル超の場合 「簡易専⽤⽔道」と呼ばれ、国の法律（⽔道法）で清掃を義務付け

受⽔槽の有効容量が10⽴⽅メートル以下の場合
「⼩規模貯⽔槽」と呼ばれ、各⾃治体（都道府県や保健所設置市）の条例や
要綱などで清掃を義務づけ


